
規

則 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
三
第
六
項
中
「
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
十
一
第
四
項
」
を
「
第

五
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
四
第
二
号
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
七
第
二
号
中
「
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
の
方
法
及
び
条
例
第

五
十
五
条
の
十
一
第
四
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
自
動
車

税
（
種
別
割
）
納
付
義
務
免
除
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
納
付
義
務
免
除
申
告
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
、
種
別
割
」
を
「
、
自
動
車
税
」
に
、
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
額
（
取

消
）
通
知
書
」
を
「
自
動
車
税
減
額
（
取
消
）
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
種
別
割
」

を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
九
中
「
納
税
地
を
所
轄
す
る
県
税
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
」
を
「
公
示
事
項

（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
地
方
税
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。 

以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条

の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置

く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
納
税
地
を
所
轄
す
る
県
税
事
務
所

の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
県
税
事
務
所
の
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機

の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ

つ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
十
中
「
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
の
十
二
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五

十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
五
条
の
十
三
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に
、
「
）
に
、
申
告

納
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
条
例
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
日
か
ら
三
十
日
以
内
」
を
「
ま
で
）
」
に
、
「
第
二
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
の
十
七
第
三
項
」

を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
県
税
減
免
申
請
書
」
を
「
身
体
障
害
者
・
精
神
障
害
者

e01a5ecaf885da6545eee3ffaf6f6aa0



に
係
る
自
動
車
税
減
免
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
又
は
第

五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
三
項
」
に
、
「
身
体
障
害
者
・
精
神
障
害

者
に
係
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
免
申
請
書
」
を
「
県
税
減
免
申
請

書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
」
を
「
第
一
号
及
び
第
四
号
」
に
、
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）

第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
軽
自
動
車
届
出
済
証
」
を
削
り
、
同
条
第

四
項
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第

五
十
五
条
の
十
七
第
四
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
る

減
免
に
あ
つ
て
は
、
」
及
び
「
条
例
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
項
第
一
号
に
該

当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
条
例
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
条
例
第
五
十
五
条
の
七
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

同
号
に
規
定
す
る
理
由
が
や
ん
だ
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
条
例
第
五
十
五
条
の

十
七
第
四
項
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第

四
項
第
三
号
又
は
第
五
十
五
条
の
十
七
第
四
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
「
同

項
の
規
定
に
よ
る
減
免
に
あ
つ
て
は
、
」
及
び
「
、
申
告
納
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
条
例
第

五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
」
を
削
り
、

同
条
第
六
項
中
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
五
条
の
二
か
ら
第
三
十
五
条
の
五
ま
で
を
削
る
。 

 

第
三
十
五
条
の
六
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
の
二
と
す
る
。 

 

第
三
十
五
条
の
七
を
削
る
。 

 

第
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
課
税
免
除
承
認
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
承
認
」
に
改

め
、
同
条
中
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
た
だ
し

書
」
に
、
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
課
税
免
除
承
認
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
承
認
申

請
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
七
条
の
見
出
し
中
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」

に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
五
十

五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
五
十
五
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
種

別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十

七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条

第
一
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
二



六
十
四
の
三
か
ら
六
十
四
の
九
ま
で 

 
 

 

削
除 

 

 

項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
五
十

五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
二
項
」
を

「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第

百
七
十
七
条
の
十
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
百

六
十
三
条
の
二
十
三
」
を
「
第
四
百
五
十
六
条
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
係
る
種

別
割
」
を
「
係
る
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
五
条
の

十
九
」
を
「
第
五
十
五
条
の
六
」
に
、
「
に
よ
る
種
別
割
」
を
「
に
よ
る
自
動
車
税
」
に
、
「
自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
証
明
印
」
を
「
自
動
車
税
納
税
証
明
印
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
表
四
の
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

第
四
十
四
条
の
表
八
の
五
号
及
び
九
の
二
の
三
号
中
「
（
種
別
割
）
」
を
削
り
、
同
表
十
一
号

中
「
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
二
号
中
「
自
動
車
税
環
境

性
能
割
・
」
及
び
「
（
種
別
割
）
」
を
削
り
、
「
第
六
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
条

の
十
二
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
五
十
八
号
及
び
五
十
九
号
中
「
（
種
別
割
）
」
を
削
り
、

同
表
六
十
の
二
号
及
び
六
十
の
三
号
中
「
第
五
十
五
条
の
十
五
」
を
「
第
五
十
五
条
の
二
」
に
改

め
、
同
表
六
十
一
号
及
び
六
十
一
の
二
号
中
「
（
種
別
割
）
」
を
削
り
、
「
第
五
十
五
条
の
十
九
」

を
「
第
五
十
五
条
の
六
」
に
改
め
、
同
表
六
十
一
の
三
号
中
「
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第

五
十
五
条
の
十
一
第
四
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
項
の
」
に
改
め
、
同
表
六
十
四
の
三
号
か
ら

六
十
四
の
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

附
則
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
を
削
る
。 

 

附
則
第
十
六
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
十
三
項
と
す
る
。 

 

附
則
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
を
削
る
。 

 

 

四
の
二 

 

削
除 

 

 

 

 



別
記
様
式
第
四
号
（
四
）
中
「 

 
 

 

）
」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、

「 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

同
様
式
の
附
表
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
）
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
の
三
）
及
び
別
記
様
式
第
四
号

の
五
（
三
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
三
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

 

 

   
 

 
 

 

「 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

別
記
様
式
第
十
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税

 

を 

に
改
め
る
。 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税
 

に
改
め
る
。 

を 

自
動

車
税

 

(
種

別
割

）
 

自
動

車
税

 

を 

に
改
め
る
。 

「
自

動
車

税
環

境
性

能
割

・
自

動
車

税
（

種
別

割
）

」
 

「
自

動
車

税
」

 

納
税

番
号
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

（
種

別
割

 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

 

 

「
自

動
車

税
（

種
別

割
）

の
」

 

（
種

別
割

）
 

（
種

別
割

）
」

 

（
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

「
自

動
車

税
の

」
 

 

自
動

車
税

 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
三
）
中 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税

 

に
改
め
、 

（
種

別
割

）
 

（
自

動
車

税
 

を 

を 

に
改
め
る
。 

（
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 
（

自
動

車
税

 

を 

別
記
様
式
第
四
号
の
八
中 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
分
 

自
動

車
税

分
 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
五
号
中 

に
改
め
る
。 

を 

自
動

車
税
 

別
記
様
式
第
八
号
の
五
中 「

自
動

車
税

（
種

別
割

）
納

付
」

 

を 「
自

動
車

税
納

付
」

 
「

下
 

記
自

動
車

税
（

種
別

割
）

」
 

「
下

記
自

動
車

税
」
 

を 

に
、 

 
「

自
動

車
税

（
種

別
割

）
の

」
 

を 「
自

 

動
車

税
の

」
 

に
、 

（
種

別
割

）
」
 

別
記
様
式
第
十
号
（
一
）
中
「 

を
削
り
、 

  
納

税
（

登
録

）
番

号
 
 

（
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 
（

自
動

車
税

 
自

動
 

別
記
様
式
第
九
号
の
二
の
三
中
「 

を
削
る
。 

を 

「 

別
記

様
式

第
四

号
の

二
 

削
除

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 

別
記
様
式
第
十
号
（
五
）
の
附
表
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

「 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
十
一
号
（
一
）
の
注
意
１
中 

を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
を 

に
、 

（
種

別
割

）
 

「
自

動
車

税
減

額
 
」

 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
・

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

 

 

 

車
税

（
種

別
割

）
減

額
」

 
「

自
動

車
税

減
額

」
 

自
動

車
税

 
（

種
別

割
）

 
自

動
車

税
 

を 

に
、 

を 

「
自

動
車

税
（

種
別

割
）

減
額

 
」

 

別
記
様
式
第
十
号
（
三
）
中 

を 
 

自
動

車
税

 

「
自

動
車

税
環

境
性

能
割

及
び

自
動

車
税

（
種

別
割

）
」
 

自
動

車
税

 
に
改
め
る
。 

 
自

動
車

税
 

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税
 



                    

別記様式第十一号の二 

身体障害者・精神障害者に係る自動車税減免申請書 

年  月  日  

（宛先） 

埼玉県自動車税事務所長 

納 税 者           

住  所           

フリガナ           

氏  名           

電話番号           

           

下記のとおり、埼玉県税条例第５５条の４第２項の規定により自動車税の減免を

受けたいので申請します。 

区     分 年     度 税    率 税    額 

自 動 車 税 年度  円 円 

自 

動 
車 

登 録 番 号 

又は車両番号 

事業用・
自家用の
別 

定置場（使用の

本拠の位置） 

所有者の住所及び

氏 名（名 称） 

使用者の住所

及 び 氏 名 

     

精 
 
 

神 
 
 

障 
 
 

害 
 
 

者 

身 
 
 

体 
 
 

障 
 
 

害 
 
 

者 

住 所  
フリガナ 

氏 名  年  月  日生 

納税者との続柄  使用目的  

身体障害者 
（戦傷病者） 
手 帳 又 は 
療 育 手 帳 

記 号 番 号  
交  付

年 月 日 
年  月  日 

障害等級又は

障害の程度 
 障 害 名  

精神障害者 
保健福祉手帳 

障 害 等 級  手帳番号  自立支援医療

費受給者番号 
 

交付年月日 年  月  日 有効期限

（更新） 年  月  日 

 



                    

 

運 
 
 
 

転 
 
 
 

者 

住 所  
フリガナ 

氏 名 
 

身体障害者又
は精神障害者
との続柄 

 

運転免許証

又は免許情

報記録個人

番号カード 

番 号  交付年月日  

免許の種類  有 効 期 限  

免許の条件及び自動車の制限 

備

考 

 

 注意 自動車税の減免申請の際、身体障害者（戦傷病者）手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳、運転免許証又は免許情報記録個人番号カード及び自動車検査証を

提示してください。この場合、身体障害者（戦傷病者）手帳に障害の区分等が明示

されていないときは障害区分等証明書（附表）を、減免を受けようとする者若しく

は減免申請に係る自動車を運転する者が身体障害者若しくは精神障害者と生計を一

にする者であるとき、又は当該自動車を運転する者が身体障害者若しくは精神障害

者のみで構成される世帯の身体障害者若しくは精神障害者を常時介護する者である

ときはその旨を証するに足りる書類を添付してください。また、その他減免につい

て必要な書類がある場合は、その書類を添付してください。 



（
ふ

り
が

な
 

 
 

 
 

 
 

 

自
動

（
種

別
割

）
 

自
 

（
 

 
 
動

 
車

 
税

 

 
種

別
割

）
 

 
 

 
 

 
 
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

番
 

別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
の
附
表
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を

「 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
別
記
様
式
第
十
一
号
の
三
の
備
考
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
六
の
注
意
１
及
び
別
記
様
式
第
十

一
号
の
七
の
備
考
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
）
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
削

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

」 

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

「 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

  
 

 
 

 
 

「 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
五
）
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
九
号
（
三
）
、
別
記
様
式
第
五
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
五
十
九
号
中
「 

 
 

」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

別
記
様
式
第
六
十
号
の
三
中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
六
十
一
号
（
一
）
、
別
記
様
式
第
六
十
一
号
（
二
）
及
び
別
記
様
式
第
六
十
一
号

（
四
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
十
一
号
の
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
三
か
ら
第
六
十
四
号
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
種

別
割

）
 

「
自

動
車

税
」

 

自
動

車
税

 

「
自

動
車

（
種

別
割

）
 

 
 

 
納

税
済

 
 

 
」

 
自

動
車

税
納

税
済

 

 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
・

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
及

び
自

動
車

税
（

種
別

割
）
 

 

別
割

）
 

「
第

５
５

条
の

１
５

」
 

「
第

５
５

条
の

２
」

 

 

（
種

別
割

）
 

「
（

自
動

車
税

（
種

別
割

）
」

 
「

（
自

動
車

税
」

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
）
中 

に
、 

車
税
（

種
別

割
）
 

を 
に
、 

を 
自

動
車

税
 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

を 
自

動
車

税
 

に
改
め
る
。 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
、

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

 
自

動
車

税
 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
四
）
中 「

（
自

動
車

税
（

種
別

割
）

」
 

 

「
（

自
動

車
税

」
 

を 

に
、 

を 
自

動
車

税
 

に
改
め
る
。 

（
種

 

別
記
様
式
第
六
十
号
の
二
中 

に
、 

を 
「

 

（
ふ

り
が

な
）

 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

（
 

）
 

を 

に
、 「

支
払

場
所

」
 

 

を
「 

払
方

法
」

 

 

支
 

 

に
改
め
る
。 

「
第

１
７

７
条

の
１

３
第

２
項

」
 

第
１

６
０

条
第

２
項

」
 

に
、 

（
ふ

り
が

な
）

 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

（
 

）
 

（
ふ

り
が

な
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

番
 

に
、 

を 
「

支
払

 

場
所

」
 

を 「
支

払
方

法
」

 

に
改
め
る
。 

 



  

附
則
別
記
様
式
第
十
号
及
び
附
則
別
記
様
式
第
十
一
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
九
の
改
正
規
定

は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
一
条
第
十
二

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
公
示
送
達
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
六
条
の
九
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
以
後
に
す
る
公
示
送
達

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
公
示
送
達
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

 

（
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

別
記

様
式

第
六

十
四

号
の

三
か

ら
別

記
様

式
第

六
十

四
号

の
九

ま
で

 
削

除
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